
 鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則をこ

こに公布する。 

令和８年１月１６日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第１号 

鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理に関する条例の施行期日を定め 

る規則 

鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理に関する条例（令和７年鳥取市条例第７号）

の施行期日は、令和８年３月１日とする。 


